
 

 

 

  

 

 

 

我が国の予算・財政システムの透明性 
－諸外国との比較の観点から－ 

 

Budget & Fiscal Transparency 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００２年９月 

 
 

財務省財務総合政策研究所 



 

 
本報告書の内容や意見はすべて執筆者個人に
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公式見解を示すものではない。 
 



 
 
 

財務総合政策研究所においては、部内研究として、我が国の予算・財政

システムの透明性について、諸外国との比較の観点から分析を試み、今般
その成果を報告書としてとりまとめた。 
報告書には、時間的な制約から、各国の透明性の状況について十分に調

査し尽くせなかった点もあるが、今後の我が国における財政構造改革を考
える際に参考になれば幸甚である。 
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